
（別紙１） 無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直しの考え方 

目的の見直し 

 現行の区分を見直した場合でも電波の能率的な利用の確保等に支障を及ぼさないよう、産業、経済活動、国民生活の基盤等の確保に必要不可
欠な無線局の特定に必要な区分や周波数の割当てに必要不可欠な区分に整理統合することとし、申請審査の基準となる「無線局（基幹放送
局を除く。）の開設の根本的基準」（昭和25年電波監理委員会規則第12号）及び割当てが可能な周波数を示す「周波数割当計画」（平成24
年総務省告示第471号）の目的区分に準じて、現在の138区分を９区分に見直します。  

通信事項の見直し 

  目的への適合性の確認が必要となる区分、電波利用料の減免の判断又は無線局情報の公表の可否を判断に必要となる区分等は維持する
こととし、現行の通信事項によらなくても無線局の適切な監督が引き続き可能なものは整理統合することとし、現在の221区分を124区分
に見直します。                        

２．今後のスケジュール 

１．見直しの基本的な考え方 

見直しによる免許申請業務へのメリット 

○無線局の免許申請業務の効率化 
   目的及び通信事項（申請事項）を大幅に簡素化（大くくり化、目的と通信事項の対応関係を明確化）することで、一覧性が向上し、（特に新規

の申請者にとって）申請業務が効率化されます。 

■電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局免許申請書には目的や通信事項等を記載することが必要です。 

■今般、無線局の効率的な監督管理に支障がない範囲でこれらの目的通信及び通信事項の区分を見直すこととしました。 

○電波利用の柔軟化 
   通信事項の統合に伴い、現在は無線局の通信事項の追加・変更に伴い必要となる電波法第９条第４項又は第17条第１項の許可が不要とな

るケースが拡大されます。 

平成25年３月上旬 意見募集の結果の公表 
平成25年３月下旬 改正省令・告示の公布 
平成26年中    改正省令・告示の施行、改正訓令の公布・施行 

※ 無線局免許人等への十分な周知期間を確保する観点から、本件関係省令・告示の公布から施行まで１年程度の期間を設ける。 

※ 施行までに免許を受けた無線局の目的及び通信事項の区分は、免許状の訂正を要しない旨の経過措置を設けて施行する。 



公共業務用 

放送事業用 

電気通信業務用 

簡易無線通信業務用 

アマチュア業務用 

一般業務用 

放送用（電波法第26条第２項

第５号イに規定するもの） 

新目的区分 

（実験試験の定めなし） 

第６条の３ 携帯局 

第５条 漁業用海岸局 

第５条の２ 
 陸上移動中継局 

無線局（基幹放送局を 
除く。）の開設の根本 
的基準 

周波数割当計画 

基幹放送局の開設の
根本的基準 

目的、通信事項、局種との
組み合わせで、その形態が
「電気通信業務」にも「公
共業務」にも「一般業務」
にもなり得ることから、目
的としては区分しない。 

電気通信 
業務用 

公共業務用 

実験試験用 

アマチュア 
業務用 

簡易無線 
業務用 

一般業務用 

放送事業用 

基幹放送用 
※ 補足項目と   
 して１８区分 
 を設ける 

左記業務へ
の適合性を
確認するた
め、具体的
な運用形態
の範囲を特
定する区分 

条約で利用方法が決
められており、把握
を必要とする区分 

無線局情報の公表レ
ベルを判定する区分 

電波利用料の減免を
判定する区分 

無線局情報の
公表レベルを
判定する区分 

アルゴスシステムデータ伝送のみ、 
世界共通基準であり、個別に区分 

無線局情報の公表レベルを判定する 
区分 

区分不用 
「一般無線通信業務に関する事項」 
に集約 

電波監理上、なお利用形態を把握する
最小限の区分 

無線局情報の公表レベルを判定する 
区分 

電波監理上、なお利
用形態を把握する最
小限の区分 

第８条 
 その他の一般無線局 

第７条 
簡易無線業務用無線局 

第６条の２ 
 アマチユア局 

第６条 
 実験試験局 

第４条 
公共業務用無線局 

第３条 
電気通信業務用無線局 

９区分 
目的区分の見直しの考え方 通信事項区分の見直しの 

考え方 
新通信事項区分 

１２４区分 

    

・電気通信業務に関する事項 
・電気通信業務(一般放送利用を 
 含む。)に関する事項     等 

公共業務用 
・警察事務に関する事項 
・消防事務に関する事項 
・防災行政事務に関する事項 
・無線標識に関する事項 
・ガス事業に関する事項 
                               等 
放送事業用 
・放送番組の中継に関する事項 
                等 

目的区分ごとに、以下の考え方により 
必要最小限に区分 

・実験、試験又は調査に関する事項(ｱﾙｺﾞｽｼ
ｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ伝送に関する事項を除く。) 

・ｱﾙｺﾞｽｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ伝送に関する事項 
          ※ ２区分のみ 

・アマチュア業務に関する事項 
・アマチュア業務（人工衛星追跡 
 管制）に関する事項 ※２区分のみ 

・簡易な事項 
           ※１区分のみ 

・現金・有価証券等の安全輸送に 
 関する事項 
・ﾆｭｰｽの取材及び速報に関する事項  等 

上記以外の従来の４８区分（造船事業に
関する事項、金融保険事業に関する事
項、サービス事業に関する事項 等）を１
区分に集約 

・一般放送に関する事項 
・エリア放送に関する事項 
                   ※２区分のみ 

新区分の例 

・自家用の航空関係に関する事項 
・海上運送事業に関する事項 
・一般乗用旅客自動車の運行に関する
事項             等   

第６条の４ 
 地上一般放送局 

放送用（電波法第26条第２項
第５号ロに規定するもの） 

一般放送用 
無線局情報の公表レベルを判定する 
区分 



新目的区分 

新通信事項区分 

項目 CODE 

67 山岳遭難防止及び救助に関する事項 ＤＢＡ 

68 放送番組の中継に関する事項 ＢＣＰ 

69 放送番組素材の中継に関する事項 ＢＣＡ 

70 放送番組の取材等の連絡に関する事項 ＢＣＧ 

71 無線設備の監視・制御に関する事項 ＲＣＴ 

72 放送事業に関する事項(中継、連絡又は無線設備の監
視・制御に関する事項を除く。) 

ＢＣＳ 

73 実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシステム
データ伝送に関する事項、教育に関する事項を除く。） 

ＥＸＰ 

74 アルゴスシステムデータ伝送に関する事項 ＯＴＰ 

75 教育に関する事項 ＥＤＣ 

76 アマチュア業務に関する事項 ＡＴＣ 

77 アマチュア業務(人工衛星追跡管制)に関する事項 ＡＴＳ 

78 一般放送に関する事項 ＢＣＢ 

79 エリア放送に関する事項 ＡＢＣ 

80 簡易な事項 ＣＲＡ 

81 船舶の航行に関する事項 ＭＡＡ 

82 電報の託送に関する事項 ＴＬＧ 

83 浮標の識別に関する事項 ＭＳＤ 

84 浮標の無線標定に関する事項 ＦＳＯ 

85 海上運送事業に関する事項 ＭＣＳ 

86 海洋の観測に関する事項 ＭＣＲ 

87 水先・引き船に関する事項 ＨＳＰ 

88 海上作業に関する事項 ＭＡＷ 

89 海上測量業務に関する事項 ＭＳＭ 

90 港湾運送事業に関する事項 ＨＳＷ 

91 港湾工事に関する事項 ＨＢＷ 

92 漁業通信に関する事項 ＦＳＥ 

93 航空機の運用に関する事項 ＭＭＡ 

94 飛行援助に関する事項 ＡＣＢ 

95 航空機の安全及び運行管理に関する事項 ＡＣＤ 

96 自家用の航空関係に関する事項 ＡＣＯ 

97 飛行場における航空機の飛行援助に関する事項 ＡＣＡ 

98 飛行場における地上管制に関する事項 ＡＣＹ 

99 航空機の運航管理又は運航管理の支援に関する事項 ＡＣＺ 

100 航空機の製造修理に関する事項 ＡＣＴ 

101 航空機の修理に関する事項 ＡＣＲ 

102 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項 ＬＣＴ 

103 貨物自動車の運行に関する事項 ＬＣＫ 

104 自動車の教習に関する事項 ＥＤＴ 

105 医療業務に関する事項 ＲＸＷ 

項目 CODE 

106 農林業に関する事項 ＡＡＦ 

107 MCA陸上移動通信に関する事項 ＭＣＡ 

108 狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金収受に関
する事項を除く。） 

ＤＳＲ 

109 狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金収受に関
する事項） 

ＥＴＣ 

110 電波利用の適正化のための広報に関する事項 ＡＴＧ 

111 地震又は火山噴火予知観測に関する事項 ＳＥＥ 

112 気象・動体の観測データの伝送に関する事項 ＯＴＴ 

113 地域振興に関する事項 ＬＡＯ 

114 スポーツ・レジャーに関する事項 ＳＲＤ 

115 労働基準監督に関する事項 ＧＭＪ 

116 ニュースの取材及び速報に関する事項 ＮＰＷ 

117 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 ＬＣＭ 

118 警備保障業務に関する事項 ＰＴＧ 

119 侵入検知に関する事項 ＰＴＩ 

120 災厄防止に関する事項 ＰＴＨ 

121 無線標定に関する事項 ＯＴＧ 

122 音響に関する事項 ＯＴＯ 

123 本邦外に在住する日本人向けの広報に関する事項 ＴＫＫ 

124 一般業務用通信に関する事項 ＧＥＮ 

項目 CODE 

27 災害対策・水防に関する事項 ＤＡＯ 

28 放流警報又は霧警報に関する事項 ＤＦＷ 

29 航空保安事務に関する事項 ＡＣＨ 

30 無線標識に関する事項 ＡＣＥ 

31 航空無線航行に関する事項 ＡＣＦ 

32 航空交通管制に関する事項 ＡＣＣ 

33 気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。) ＣＷＲ 

34 気象警報に関する事項 ＣＷＢ 

35 海上保安事務に関する事項 ＭＳＡ 

36 航路標識に関する事項 ＭＳＣ 

37 海上無線航行業務に関する事項 ＭＳＧ 

38 気象通報に関する事項 ＭＳＨ 

39 防衛に関する事項 ＧＭＤ 

40 外交に関する事項 ＥＭＢ 

41 防災行政事務に関する事項 ＤＡＩ 

42 公害対策に関する事項 ＫＴＳ 

43 土地改良事業に関する事項 ＡＧＧ 

44 地方行政事務に関する事項 ＬＧＯ 

45 道路交通情報通信に関する事項 ＲＤＶ 

46 道路管理に関する事項 ＲＤＫ 

47 電気事業に関する事項 ＥＰＡ 

48 原子力関係業務に関する事項 ＡＴＯ 

49 ガス事業に関する事項 ＧＡＳ 

50 水資源開発に関する事項 ＲＤＣ 

51 上下水道事業に関する事項 ＷＲＵ 

52 熱供給事業に関する事項 ＨＥＴ 

53 有線テレビジョン放送事業に関する事項 ＢＣＭ 

54 列車防護警報に関する事項 ＬＣＱ 

55 鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項 ＬＣＬ 

56 索道用搬機の安全運行に関する事項 ＬＣＡ 

57 一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事項 ＬＣＩ 

58 赤十字に関する事項 ＲＸＹ 

59 航路警戒に関する事項 ＨＳＡ 

60 港湾管理に関する事項 ＨＳＭ 

61 国際港湾施設の保安の確保等に関する事項 ＨＥＡ 

62 港務通信に関する事項 ＨＳＴ 

63 海難救助に関する事項 ＤＡＦ 

64 船舶又は航空機の救難に関する事項 ＤＡＨ 

65 漁業指導監督に関する事項 ＦＳＭ 

66 宇宙運用業務に関する事項 ＳＰＢ 

項目 CODE 

1 
電気通信業務用 

ＣＣＣ 

2 
公共業務用 

ＰＵＢ 

3 
放送事業用 

ＢＣＳ 

4 
実験試験用 

ＥＸＰ 

5 
アマチュア業務用 

ＡＴＣ 

6 
一般放送用 

ＧＢＣ 

7 
簡易無線業務用 

ＣＲＡ 

8 
一般業務用 

ＧＥＮ 

9 
基幹放送用 

ＢＢＣ 

項目 CODE 

1 電気通信業務に関する事項 ＣＣＣ 

2 電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関する事項 ＣＣＧ 

3 電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを含む。)に
関する事項 

ＣＣＦ 

4 電気通信事業運営に関する事項 ＣＣＭ 

5 国会事務に関する事項 ＧＧＧ 

6 防災対策に関する事項 ＤＡＢ 

7 警察事務に関する事項 ＧＭＰ 

8 道路交通情報に関する事項（安全運転支援に関する事
項を除く。） 

ＲＤＩ 

9 安全運転支援に関する事項 ＩＴＳ 

10 治安維持対策に関する事項 ＴＲＯ 

11 電気通信の監理・規律に関する事項 ＧＭＡ 

12 標準周波数及び標準時の通報 ＧＭＳ 

13 消防事務に関する事項 ＦＤＡ 

14 検察事務に関する事項 ＧＭＫ 

15 矯正管理に関する事項 ＧＭＲ 

16 入国管理に関する事項 ＧＭＥ 

17 公安調査に関する事項 ＧＭＬ 

18 外務行政事務に関する事項 ＧＭＴ 

19 税関事務に関する事項 ＧＭＣ 

20 国税事務に関する事項 ＧＭＧ 

21 宇宙開発に関する事項 ＳＰＡ 

22 放射能汚染の管理業務に関する事項 ＧＫＡ 

23 検疫事務に関する事項 ＧＭＱ 

24 麻薬取締に関する事項 ＧＭＮ 

25 水防事務に関する事項 ＲＤＲ 

26 水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を
除く。) 

ＲＤＡ 
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